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 すり政策課（〒930-8501 富山市新総曲輪１番７号）に提出すること。 
平成17年５月25日

水 曜 日 
４ その他 毎週月.水.金曜日発行 

  詳細については、富山県厚生部くすり政策課（電話 076-444-3234）又は県内 

 第 2445 号  

  目      次 
   公  告 
 ○平成17年度毒物劇物取扱者試験の実施                    １

 ○大規模小売店舗立地法による意見書の概要                  ２

 ○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の変更の届出           ３

 ○土地改良区の役員の退任                          ５
 

 の最寄りの厚生センター等に問い合わせること。 

 

 

大規模小売店舗立地法による意見書の概要について 

 平成16年12月24日付けで公告した大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号） 

第６条第２項の規定による届出について、同法第８条第１項の規定により意見書の 

提出がなされたので、同条第３項の規定により公告する。  

∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 
  平成17年５月25日 

公       告 
                    富山県知事 石  井    一  

∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

平成17年度毒物劇物取扱者試験の実施 １ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

 毒物及び劇物取締法（昭和25年法律第 303号）第８条第１項第３号に規定する毒   昭和町ショッピングセンター 

物劇物取扱者試験を次のとおり実施するので、毒物及び劇物取締法施行規則（昭和   高岡市昭和町１丁目506－１ 

２ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代 26年厚生省令第４号）第８条の規定により公告する。 

 表者の氏名   平成17年５月25日 

  三幸株式会社                     富山県知事 石  井    一  

  高岡市御旅屋町85番地 １ 試験の日時及び場所 

  代表取締役社長 土田 一清  ⑴  日時 平成17年８月24日（水）午前10時から 

  株式会社クスリのアオキ  ⑵ 場所 富山市新総曲輪２番21号 富山県農協会館 

  石川県白山市松本町2512番地 ２ 試験の種類 

  代表取締役社長 青木 保外志  ⑴  一般毒物劇物取扱者試験 

３ 提出された市町村の意見の概要  ⑵  農業用品目毒物劇物取扱者試験 

  （高岡市）  ⑶ 特定品目毒物劇物取扱者試験 

  意見なし ３ 受験手続 

４ 提出された意見の縦覧場所   受験願書１通を平成17年７月４日（月）から同月15日（金）まで（日曜日及び 

  富山県商工労働部商業流通課  土曜日を除く。）に、県内（富山市を除く。）に住所を有する受験者にあっては 

５ 提出された意見の縦覧期間及び縦覧できる時間帯  住所地を所管する厚生センター又は厚生センター支所（以下「厚生センター等」 

  平成17年５月25日（水）から平成17年６月27日（月）まで（富山県の休日を定  という。）に、富山市又は県外に住所を有する受験者にあっては富山県厚生部く 
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 める条例（平成元年富山県条例第１号）第１条第１項に規定する県の休日を除 項の規定により大規模小売店舗の変更の届出があったので、法第６条第３項におい 

 く。）の午前８時30分から午後５時15分まで て準用する法第５条第３項の規定により次のとおり公告する。 

  なお、法第８条第２項の規定に基づき、当該大規模小売店舗を設置する者がその 

 周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、 

大規模小売店舗立地法による意見書の概要について 「⑴ 住所及び氏名（法人及び団体にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名） 

 平成16年11月24日付けで公告した大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）  ⑵ 意見書を提出する者が個人である場合には、⑴の事項の公表の可否 ⑶ 大 

第６条第１項の規定による届出について、同法第８条第１項の規定により意見書の 規模小売店舗の名称及び所在地 ⑷ 周辺の地域の生活環境の保持のために配慮す 

提出がなされたので、同条第３項の規定により公告する。 べき事項についての意見（意見の理由を含め記載する。）」を記載した意見書を平 

  平成17年５月25日 成17年９月26日（月）までに富山県商工労働部商業流通課に到着するように提出す 

                    富山県知事 石  井    一  ること。 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地   平成17年５月25日 

  コープとなみ野 エレナ店                     富山県知事 石  井    一  

  南砺市やかた398番地 １ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

２ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代   協同組合滑川ショッピングセンター 

 表者の氏名   滑川市常盤町181番地17 

  となみ野農業協同組合 ２ 大規模小売店舗を設置している者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって 

  砺波市宮沢町３番11号  は代表者の氏名 

  代表理事組合長 佐野 日出勇   協同組合滑川ショッピングセンター 

３ 提出された市町村の意見の概要   理事長 山岸 利基 

  （南砺市）   滑川市常盤町181番地17 

  意見なし ３ 変更しようとする事項 

４ 提出された意見の縦覧場所  ⑴ 駐車場の位置及び収容台数 

  富山県商工労働部商業流通課   （変更前） 
 

５ 提出された意見の縦覧期間及び縦覧できる時間帯 
駐車場 位  置 収容台数 

来客用駐車場 建物西側 ３５３台 
  平成17年５月25日（水）から平成17年６月27日（月）まで（富山県の休日を定 

 める条例（平成元年富山県条例第１号）第１条第１項に規定する県の休日を除 
  （変更後） 

 く。）の午前８時30分から午後５時15分まで  

駐車場 位  置 収容台数 

来客用駐車場 建物西側 ２５２台 

 

大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の変更の届出について 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第２ ４ 変更する年月日 
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  平成17年10月20日 

５ 変更する理由 

  来客用駐車場内の「市民交流プラザ」建設計画に伴う、駐車台数減少のため 

６ 届出の年月日 

  平成17年５月10日 

７ 届出及び添付書類の縦覧場所 

  富山県商工労働部商業流通課 

８ 届出及び添付書類の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯 

  平成17年５月25日（水）から平成17年９月26日（月）まで（富山県の休日を定 

 める条例（平成元年富山県条例第１号）第１条第１項に規定する県の休日を除 

 く。）の午前８時30分から午後５時15分まで 

 

 

土地改良区の役員の退任 

  射水平野土地改良区の役員であった次の者が平成17年４月１日退任した旨届出が 

あったので、土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第17項の規定により公告 

する。 

  平成17年５月25日 

                    富山県知事 石  井    一  

 職 名      氏   名      住     所 

 理 事   森   雅 志   富山市吉作3659番地 
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